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令和元年度京都市精神保健福祉審議会の開催について 

 

この度，令和元年度京都市精神保健福祉審議会を下記のとおり開催しますので，お知ら

せします。 

本審議会は，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第９条に基づき設置しており，

精神保健及び精神に障害のある市民への福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進に向

けて，必要な事項を調査及び審議します。 

 

記 

 

１ 日 時  令和２年１月２８日（火） 午前１０時～正午 

 

２ 会 場  職員会館 かもがわ ２階 大会議室 

       （京都市中京区土手町夷川上ル末丸町２８４ TEL：２５６－１３０７） 

 

３ 内 容 

（１）本市における自殺対策について 

（２）京都市精神障害者地域移行・地域定着支援事業について（報告） 

 

４ 出席者  京都市精神保健福祉審議会委員（裏面参照） 

 

５ 傍 聴 （１）定 員  先着１０名  ※ 記者席は別途設けます。 

（２）受 付  傍聴の受付は，当日午前９時４５分～午前１０時まで会

場で行いますが，定員になり次第終了しますので，あら

かじめ御了承願います。 

（３）その他  手話通訳，要約筆記，ヒアリングループ（補聴器等を使

用されている方の「聞こえ」を支援する設備です。）が必

要な方は，１月２４日（金）までに障害保健福祉推進室

までお申し込みください。 

 

６ 問合せ先  京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 精神保健福祉担当 

        （TEL：２２２－４１６１ FAX：２５１－２９４０） 

京都市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。 

 


